
東京都戦没者追悼式
～戦後 75 年　戦没者を追悼し平和を祈念する日～

　８月 15 日（土曜日）、都庁第一本庁舎５階大会議場において、令和２年度東京都戦没者追悼式が執り行われ、ご遺族、
ご来賓など 86 人が参列されました。
　小池百合子都知事は、先の大戦で亡くなられた全ての御霊に対し、都民を代表して哀悼の誠を捧げ、「この式典に臨むたび、
国と国、人と人とが相争う戦争を、二度と繰り返してはならないと改めて深く心に刻み、世界の平和と繁栄に貢献し、誰も
が心豊かに安心して暮らすことができる世の中の実現に、引き続き力を尽くしてまいる所存です」と式辞を述べました。
　参列者が黙とうした後、天皇陛下のおことば（放送）に続いて、都議会議長、東京都遺族連合会会長、戦没者遺族代表が
追悼のことばを述べました。サ
イパン島でお父様が戦死した持
田幸男さんは、「戦争とは、残
された者も、食料が乏しい中、
生きていくためには、普段は善
人と思われる人でも悪人のよう
に助け合いすらしなくなる、こ
れが戦争です。戦争はどんなこ
とがあっても二度と起こしては
なりません」と述べました。

問 福祉保健局生活福祉部計画課　TEL 03-5320-4076　  FAX 03-5388-1403
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このマークは、目の不自由な方などのための「音声コード」で、位置を示すために切
り込みを入れています。専用の読み上げ装置で読み取ると、記載内容を音声で聞くこ
とができます。

「新しい日常」が定着した社会に向けて「新しい日常」が定着した社会に向けて 事業者も利用者も、全ての人が安心して暮らすために

利用方法　　聴覚障害者が自身のスマートフォンやタブレットに専用のアプリをインストールし、医療機
　　　　　　関での受診等の際に、　テレビ電話機能を利用して遠隔で手話通訳者と繋がることが可能。

申 込 先　　新型コロナ外来の受診前に、お住まいの区市町村相談窓口（手話通訳派遣窓口）へ

対 象 者　　都内にお住まいの聴覚障害のある方で、新型コロナウイルスの感染が疑われ、「新型コロナ外
　　　　　　来（帰国者・接触者外来）」　の受診が必要な方

手洗いの徹底・マスクの着用 人との距離を保とう 「3つの密」を避けて行動

検査・医療等の体制整備
　今後予想される「第 2波」に備え、検査体制の拡充、症状に応じた医療体制の確保等に取り組んでいます。

密閉空間
密集する場所
密接した会話

問 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター　TEL 03-5388-0567

＜「検査体制」について＞問 福祉保健局健康安全部感染症対策課　TEL 03-5320-4483
＜「医療体制」について＞問 福祉保健局健康安全部感染症対策課　TEL 03-5320-4347
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誰もが地域で安心して暮らすことができる大都市東京の実現

▶検査体制を拡充
　感染の疑いがある患者から検体採取を行う新型コロナ外来や 
PCR センター設置のための支援を行い、都内全域の検査体制を拡
充します。また、民間検査機関等へ検査機器の導入支援等により、都
内全体での検査処理能力の向上を図ります。 

▶検査費の全額公費負担 
　保険適用による PCR 
検査、抗原検査の自己負担
分を全額公費で負担しま
す。 

▶病床を確保 
　感染拡大の状況に応じ
て病床を速やかに確保で
きるよう、病床確保のレ
ベルを３段階に設定し、
病床を確保していく体制
を整えます（最大 4,000 
床、うち重症 700 床）。

ご利用は、
このステッカーのお店で！

感染防止徹底宣言
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新型コロナウイルス新型コロナウイルス
感染拡大防止中
〇〇〇  ×××

　ステッカーのQRコードから、店舗・施設等が実施している取り組みを確認できます。

1人○時間まで
入場○人まで

HAND
SOAP

液
毒
消

取り組みの一例

マスクの着用と手洗い・手指消毒
の徹底

人数や滞在時間を制限し、3密
にならないよう留意 

お箸やお皿の共有を
避ける

事業者の皆さんへ
ステッカーの申請方法等詳細
は、東京都防災ホームページをご
覧ください。

※　インターネット環境がない
方も申請が可能です。お問い合
わせ先までご連絡ください。

東京都　感染防止　ステッカー



＜医療分について＞
問 東京都緊急包括支援事業医療分コールセンター　TEL 044-959-2647（平日 9 時から 18 時まで）
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shienkin.html
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/iroukin.html
＜介護分・障害分について＞
問 東京都新型コロナウイルス緊急包括支援事業コールセンター　TEL 0120-591-105（平日 9 時から 18 時まで）
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/covid19-kinkyuuhoukatsu/index.html

医療・介護・障害等の事業体制支援および従事者へ慰労金を給付

　「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」に基づき、医療機関や介護・障害福祉サービス事業所等に対し、
提供体制の維持支援を行うとともに、従事する職員に慰労金を給付します。
対象事業所　
　①医療分：病院、薬局（事業体制支援のみ）、訪問看護ステーション等指定医療機関等
　②介護分：介護サービス施設・事業所等
　③障害分：障害福祉サービス施設・事業所等
対象事業
●　事業体制支援

　感染拡大防止対策や事業体制確保等に要する費用を補助します。②③については、在宅サービスを行う事業
の再開や環境整備のための支援も行います。

●　慰労金給付
　①から③の機関・事業所等に従事し、患者または利用者と接する職員等に対し、慰労金を支給します。一定
の要件があります。

申請方法　原則、各機関・法人等で取りまとめて申請してください。慰労金については、退職した方等、個人で
も申請できる場合があります。申請方法・提出先等詳細は、 HP  で。

新型コロナウイルス感染症が心配な時の電話相談窓口

●　接待を伴う飲食店等の従事者・利用者向け
　もしサポコールセンター　TEL 0570-057-565　（ナビダイヤル）9時から22時まで
　　店舗での感染防止対策や、心配な症状が出た際の対応などの相談に答えます。
　対応言語　日本語・英語・中国語・韓国語

●　新型コロナコールセンター
　TEL 0570-550-571　（ナビダイヤル）9時から22時まで
　感染症の予防に関すること、心配な症状が出た時の対応など
　対応言語　日本語・英語・中国語・韓国語

●　新型コロナ受診相談窓口
　＜平日（日中）＞最寄りの保健所の相談センターへ。
　＜平日（17時から翌朝9時まで）、土曜日・日曜日・祝日（終日）＞　TEL 03-5320-4592
　・　「息苦しさ」「強いだるさ」「高熱」等の強い症状がある方や比較的軽い風邪の症状が続いている方
　・　高齢・基礎疾患がある・妊婦の方は比較的軽い風邪の症状がある場合

問 福祉保健局感染症対策部　TEL 03-5320-4482
HP  https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.html
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問 福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課　TEL 03-5320-4276　FAX 03-5388-1395

～認知症のことを知ろう～ 9 月 21 日は世界アルツハイマーデーです！

　9 月 21 日は「世界アルツハイマーデー」です。国際アルツハイマー病協会が 1994 年のこの日、英国
エジンバラで開催した第 10 回国際会議を機に、世界保健機関（ＷＨＯ）の後援を受けて ｢記念日｣ とし
て宣言しました。
　東京都では、「世界アルツハイマーデー」を記念するとともに、都民の皆さまに認知症に対する関心と
正しい理解を深めていただくため、都庁舎のライトアップや動画の配信などにより普及啓発を行います。

○　オレンジライトアップ
　「世界アルツハイマーデー」を記念して、９月 21 日を中心に全国各地のランドマークや庁舎等でオレン
ジライトアップが実施されます。
　東京都では、9 月 18 日から９月 25 日の 19 時から 21 時までの間、都庁第一本庁舎をオレンジにライ
トアップします。

○　対談「認知症とともに暮らす～ご本人の声を聞く～」
　一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ代表理事の藤田和子さんをゲストにお招きし、「認知
症のご本人の声を聴く」をテーマにお話を伺います。対談の様子は、９月下旬から（予定）「とうきょう
認知症ナビ」 HP で視聴いただけます。
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/zaishien/ninchishou_navi/gyouji/symposium/index.html

○　ご存じですか「自分でできる認知症の気づき
　チェックリスト」
　認知症は、早期診断と早期治療が非常に大切です。
　「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」は、簡単
な認知症のチェックができるリストです。ご家族や身近な
方がチェックすることもできますので、ぜひお気軽にお試
しください。
　チェックリストは、「とうきょう認知症ナビ」 HP に掲載
されています。
　認知症の疑いに気付いた場合は、お近くの医療機関や地
域包括支援センターなどの相談機関に相談してみましょう。
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/zaishien/ninchishou_navi/checklist/index.html

○　「若年性認知症の本人の通いの場をつくるガイドブック」を発行しました
　65 歳未満で発症する「若年性認知症」の人は、働き盛りの時期と重なるため、社会からの孤立や経済
的問題など、現役世代特有の生活課題があります。

実際にサービスを提供し、プログラムづくりを検討されている介護保険サービスや障害福祉サービスの事
業者の皆さま向けに、若年性認知症の原因疾患と支援の考え方、事業所において本人の通いの場をつくるた
めの実践的なポイントを解説するとともに、実践事例や参考情報を掲載したガイドブックを作成しました。
　ガイドブックは「とうきょう認知症ナビ」 HP からダウンロードしていただくことができます。
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/zaishien/ninchishou_navi/torikumi/manual_

text/jakunen_guidebook/index.html
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問 福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL 03-5320-4310
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/tokyokaigi/torikumi/campain/index.html

9 月は自殺対策強化月間です

　自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」であり、
誰もが当事者となり得る重大な問題です。
　また、今般、新型コロナウイルス感染症による経済活動や社会生活への
影響が拡大していることから、自殺リスクの高まりが懸念されています。
　東京都では、毎年 9 月と 3 月を自殺対策強化月間に位置付け、「自殺防止！
東京キャンペーン」を実施しています。自殺対策強化月間に合わせて、区
市町村や関係団体と連携し、「生きることの包括的な支援」として、特別相
談や普及啓発に取り組みます。

〇　相談窓口の時間延長を行います　
　消えてしまいたいほどつらい時、気持ちを受け止め、必要な支援につな
げます。

●　電話相談
東京都自殺相談ダイヤル
～こころといのちのほっとライン～
0570-0

はなしてなやみ

87478
毎日 14 時から翌朝 5 時 30 分まで
★ 9 月 23 日（水曜日）から 9 月 27 日（日曜日）
　までは、毎日 24 時間受け付け

●　ＬＩＮＥ相談
アカウント名：相談ほっとＬＩＮＥ＠東京
　ＬＩＮＥアプリでアカウント名を検索する
か、二次元バーコードから友だち登録の上、
ご利用ください。
★ 8 月 20 日（木曜日）以降、
　毎日 15 時から 21 時 30 分
　まで受け付け

　この他、さまざまな機関が心身や生活等の悩みに関する相談窓口を設けています。詳細は、以下の HP
からご覧ください。
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/tokyokaigi/madoguti/index.html
〇　学生向けこころといのちの講演会「メンタルヘルス・ファーストエイド講習～身近な人　
　のこころの不調に気づいたら？～」を開催します　
　今回のテーマ「メンタルヘルス・ファーストエイド」は、メンタルヘルスの問題を抱える人に対して、
専門家に相談するまでの間に、そばにいる身近な人が行う「こころの応急処置」のプログラムです。
　身近な人の心の不調への具体的な対応方法について、ロールプレイを交えて実践的に学びます。
日　　時　10 月 3 日（土曜日）13 時 30 分から 16 時まで
主な対象　都内に在住または在学する学生　
講　　師　齋藤　百枝美　氏（東京薬科大学薬学部客員教授／元・帝京大学薬学部教授）
申込方法　以下のとおりメールでお申し込みください。
　　　　　 Eメール S0000289@section.metro.tokyo.jp　　
　　　　　【件名】　こころといのちの講演会参加申込
　　　　　【本文】　①お名前　②電話番号　③メールアドレス　④所属等
　　　　　　　　　※　本講演会はオンライン開催です。参加方法等は、以下の HP をご覧ください。

齋藤　百枝美氏

問 社会福祉法人東京都共同募金会　TEL 03-5292-3182　 FAX 03-5292-3189
HP http://www.tokyo-akaihane.or.jp/　
問 福祉保健局生活福祉部地域福祉課　TEL 03-5320-4045 　 FAX 03-5388-1405

　共同募金は、地域に根ざした在宅福祉サービスの充実やボランティア活動支
援など、地域のさまざまな福祉活動のほかに、災害支援にも役立てられています。
　今年も皆さまのご協力をお願いします。

10 月 1 日から「赤い羽根共同募金運動」が始まります
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看護職員復職支援研修

　都が指定する病院にて、「手厚くしっかり体験コース」を実施します。
期　間　研修施設により 1 日から 7 日間
内　容　最新の医療に関する講義・実習・就業相談等
対　象　保健師、助産師、看護師、准看護師の免許を持ち、現在離職中の方
　申込等詳細は、 HP  をご覧ください。

問 東京都ナースプラザ　 TEL 03-6276-1718
HP https://www.np-tokyo.jp/about/activities/regional/reinstatement.html
または 問 福祉保健局医療政策部医療人材課　 TEL 03-5320-4447

都立看護専門学校入学試験

種　　類　 (1) 社会人　(2) 推薦
(1) 次の①から④のすべてに該当する方

①　学校教育法第１条に規定する高等学校または中等教育学校を卒業した人（令和３年３月卒業見
込みの方を含む。）またはこれと同等以上の学力があると認められた方

②　卒業後、看護師として都内に就業する意思があり、合格した場合は、入学することを確約でき
る方

③　満 25 歳以上（令和３年４月１日現在）の方
④　令和２年４月１日以前から引き続き都内または隣接４県（埼玉、千葉、神奈川および山梨県）に

住所を有するまたは就業している方
(2) 次の①から③のすべてに該当し、学校長が責任をもって推薦できる方

①　学校教育法第１条に規定する高等学校または中等教育学校を令和３年３月に卒業見込みの方
②　在学校での成績が一定基準を満たす方
③　卒業後、看護師として都内に就業する意思があり、合格した場合は、入学することを確約でき

る方
募 集 校　広尾 · 板橋 · 荏原 · 府中 · 北多摩 · 青梅 · 南多摩
試 験 日　(1)10 月４日（日曜日）·23 日（金曜日）(2)10 月 23 日（金曜日）
願書受付　(1) ９月 15 日（火曜日）から９月 17 日（木曜日）まで
               (2)10 月６日（火曜日）から 10 月８日（木曜日）まで
募集要項　各校か福祉保健局医療人材課で配布。請求は、封筒に (1)「社会人入試募集要項希望」または (2)「推薦

入試募集要項希望」と書き、390 円切手を貼った返信用封筒（角 2）を同封し、各校か〒 163-8001 東
京都福祉保健局医療人材課へ。

問 福祉保健局医療政策部医療人材課　 TEL 03-5320-4442
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/shikaku/kango/test_info.html
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令和２年 10月１日に、国勢調査を実施します。
国勢調査は日本に住むすべての人の回答が必要です。

からインターネット回答スタート！

詳細は、国勢調査2020総合サイト (総務省統計局) をご覧ください。 
https://www.kokusei2020.go.jp/ 国勢調査2020



お知らせ

第 35 回東京都障害者総合美術展
　９月２日（水曜日）から９月６日（日曜日）まで、西武池袋本店において、「第 35 回
東京都障害者総合美術展」を開催しました。
　この美術展は、障害者の芸術・文化活動への参加および優れた才能の発掘・育成を通
じて障害者生活を豊かにし、自立と社会参加を促進するとともに、障害者への理解を深
めることを目的として毎年開催しています。
　今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、表彰式は中止とさせてい
ただきましたが、入選作品約 180 点の中から最優秀賞に輝いた茗荷　拓也さんなど、
20 名の入賞者に賞状を授与しました。
　なお、会場の様子や入賞作品は東京都福祉保健局 HP  でもご覧いただけます。

問 福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4147　  FAX 03-5388-1413
HP  https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/koza/35bijutsuten.html

障害者手帳カード形式導入について
　申請はお住まいの区市町村等の窓口へ。
　希望される方に、カード形式の障害者手帳の交付受付を開始いたします。
　カード形式の障害者手帳を希望されない方は、現在の紙形式の障害者手帳を引き続き使用できます。
　手帳交付後、各種サービスの手続を行う際は、カード形式の障害者手帳および別冊を併せてお持ちください。
対　　　象　身体障害者手帳・愛の手帳（東京都療育手帳）・精神障害者保健福祉手帳
　　　　　　※　すでに精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方については、更新時のみカード形式に切り換え可能です。
受付開始日　10 月１日（木曜日）

○　身体障害者手帳・愛の手帳（東京都療育手帳）について
問 福祉保健局障害者施策推進部施設サービス支援課　 TEL 03-5320-4146
○　精神障害者保健福祉手帳について
問 福祉保健局障害者施策推進部精神保健医療課　 TEL 03-5320-4464

2020 パラアート TOKYO 第７回国際交流展
　８月 19 日（水曜日）から８月 23 日（日曜日）まで、東京芸
術劇場において、東京都共催の「2020 パラアート TOKYO 第７
回国際交流展」を開催しました。
　この交流展は、障害者の芸術作品（パラアート）の感性、才能
価値の世界への発信、国際的な情報共有を目的として、2009 年
から計７回開催しています。2020 年は新型コロナウイルス感染
症の影響により作品の収集も厳しく運搬も制限される中、国内外
から素晴らしい作品が届き、アートが国境や障害の有無を越えて
もたらす意義を改めて実感する、大変感慨深いものとなりました。
　オープニングでは感染防止対策のため、テープカットのみを行
いました。
　なお、ご来場が難しかった方のために、全ての作品等をバーチャルギャラリーでご覧いただけます。
　 HP https://virtualgallery.paraart.jp/2020/

問 パラアート TOKYO 実行委員会事務局　TEL 03-3341-0803　  FAX 03-3359-7964
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令和２年度第１回東京都歯科医師認知症対応力向上研修
日　　時　10 月９日（金曜日）18 時から 20 時 50 分まで
会　　場　御茶ノ水ソラシティ　２階　ソラシティホール（千代田区神田駿河台４－６）
対 象 者　原則として都内に勤務（開設を含む。）している歯科医師
　　　　　（歯科衛生士等の歯科医療従事者も受講可能ですが、定員超過時は歯科医師を優先します。）
定　　員　140 名
参 加 費　無料
申　　込　10 月７日（水曜日）までに、東京都歯科医師会 HP  のイベント情報にある申込フォームにて、または、
　　　　　同 HP  に掲載の申込書を  FAX にてお送りください。
留意事項　・　37.5 度以上の発熱、咳・咽頭痛等の症状がある場合にはご出席をお控えください。
　　　　　・　来場時の検温等において上記症状が判明した場合には、受講をお断りする場合がございます。
　　　　　・　咳エチケット、マスク着用、手洗い手指消毒の徹底をお願いいたします。
　　　　　・　新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、開催中止となる場合がございますので、東京都歯科医師　　　　
　　　　　　会 HP  またはお電話にてご確認ください。
　その他詳細は、東京都歯科医師会 HP  をご覧いただくか、下記担当までお問い合わせください。

問 東京都歯科医師会事業第一課　TEL 03-3262-1148　  FAX 03-3262-4199
HP  http://www.tokyo-da.org/　（東京都歯科医師会）

令和２年度「東京都女性活躍推進大賞」募集
　東京都では、女性の活躍推進について、優れた取り組みを行っている企業や団体、個人を募集します。
　令和２年度は、以下のとおり、同賞の候補者を募集しますので、奮ってご応募ください。
　受賞者の取り組みについては、全国紙、大手就職情報サイト、Web サイト等で広く発信します。
対　　象　以下に掲げる部門ごとに、女性の活躍推進について、優れた取り組みを行っているもの
　　　　　①　事業者部門【公募】
　　　　　　　都内に本社または主たる事業所を置く企業・団体・機関等（産業分野、医療・福祉分野、教育分野）
　　　　　②　地域部門【区市町等の推薦。ただし地域団体については自薦も可】

（団体）都内の特定の区市町村または複数の区市町村において活動を行う地域団体（特定非営利活動法
人（NPO 法人）、町会、自治会、マンション管理組合等）

（個人）都内に居住もしくは在勤する個人
募集期間　９月 30 日（水曜日）まで　
応募要領　 HP をご覧ください。
　　　　　 HP https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/danjo/jokatsu/taisho.html
贈 呈 式　令和３年２月（予定）※　新型コロナウイルス感染状況等により中止・変更となる場合があります。　

問 生活文化局都民生活部男女平等参画課　TEL 03-5388-3189　  FAX 03-5388-1331

　東京都では、介護人材の安定的な確保と育成を図るため、介護人材確保対策事業を実施しています。
①　介護職員資格取得支援事業
　介護業界への就労を希望する学生等を対象に無料の介護職員初任者研修または生活援助従事者研修を開講し、資
格取得を支援します。
②　介護職員就業促進事業
　介護業務への就労を希望する方が、介護施設で就労しながら、介護職員初任者研修、生活援助従事者研修または
実務者研修の受講ができます。
　申込等詳細情報は、東京都福祉人材センター HP をご覧ください。

問 東京都福祉人材センター　TEL 03-5211-2910
または、問 福祉保健局高齢社会対策部介護保険課　TEL 03-5320-4267　
HP  https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/kaigojinzaikakuho.html

介護人材確保対策事業の利用者を募集しています！
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11 日 東京都小児医療協議会（Web 会議）
15 日 東京都戦没者追悼式
18 日 介護講師派遣事業研修実施企業説明会
 第九期東京都障害者施策推進協議会第１回専門部会
21 日 第 68 回東京都社会福祉審議会（総会）（オンライン）
25 日 第 2 回東京都社会福祉審議会民生委員審査専門部会

８
月
の
動
き

26 日 第 12 期東京都福祉のまちづくり推進協議会
 「第 4 回専門部会」
　　　 都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業　
 認知症高齢者グループホーム及び障害福祉サービス
 事業所等整備・運営事業者公募説明会
28 日 東京都児童福祉審議会第 2 回専門部会

10 月は         医療証の更新月です

　乳幼児医療費助成制度（　 （マル乳））および義務教育就学児医療費助成制度（ 　（マル子））は、毎年
10 月に医療証が一斉更新となります。
　更新月の前日（９月 30 日）までに新しい医療証が届かない方は、お住まいの区市町村担当窓口へお問
い合わせください。
　受診の際には、新しい医療証と被保険者証を必ず窓口に提出してください。
　【有効期間】　令和２年 10 月１日から令和３年９月 30 日まで
　なお、区市町村により所得制限等がありますので、手続き等の詳細はお住まいの区市町村へお問い合わ
せください。
　 乳幼児医療費助成制度      
【対象】小学校入学前までの乳幼児
　※　6 歳児は有効期間が令和３年（2021 年）３月 31 日までとなっています。

【窓口負担】
　《通院》負担はありません。　《入院》食事療養標準負担額をお支払いください。

 義務教育就学児医療費助成制度 
【対象】小学生・中学生
　※　15 歳児は有効期間が令和３年（2021 年）３月 31 日までとなっています。

【窓口負担】
　●　負担者番号「88133」「88135」「88137」
　《通院》負担はありません。　《入院》食事療養標準負担額をお支払いください。
　●　負担者番号「88131」「88134」（医療証の右上に 通院負担有 200 円 と表示）
　《通院》通院 1 回につき 200 円 (200 円未満の場合もあります。) をお支払いください。
　　　　  調剤および訪問看護については、負担はありません。
　《入院》食事療養標準負担額をお支払いください。

問 住民票のある区市町村
または、 問 福祉保健局保健政策部医療助成課　TEL 03-5320-4571    FAX 03-5388-1437

聞こえの相談会
実 施 日　【第５回】９月 16 日（水曜日）   【第６回】10 月 24 日（土曜日）　【第７回】11 月 18 日（水曜日）
　　　　　【第８回】１月 23 日（土曜日）　【第９回】２月６日（土曜日）       【第 10 回】３月６日（土曜日）
会　　場　社会福祉法人聴力障害者情報文化センター内
対 象 者　都内在住・在勤・在学で聞こえや補聴器について相談したい方等。各回 10 人
相談時間　１人 50 分程度。① 10 時から② 11 時から③ 13 時から④ 14 時から⑤ 15 時から
申　　込　①氏名②希望日と希望時間③住所④年齢⑤電話番号または FAX 番号を TEL、  FAX、郵送、来所、

Eメール により社会福祉法人聴力障害者情報文化センター（〒 153-0053 東京都目黒区五本木１
－８－３、 Eメール soudan@jyoubun -center.or.jp）へ。先着順。

　詳細は HP  をご覧ください。 HP  http://www.jyoubun -center.or.jp/

問 社会福祉法人　聴力障害者情報文化センター　TEL 03-6833-5004    FAX 03-6833-5005
または、 問 福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4147    FAX 03-5388-1413
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